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1．はじめに  

 

 

 現在の官公庁の会計方式は、現金の収入・支出という事実に着目して整理されており、客観性の高い

予算の執行と現金収支の厳密な管理という面において優れていますが、保有している固定資産などの残

高や、将来負担しなければいけない負債などのストックの情報が蓄積されず、また年度ごとの実質的な

コストの把握が難しいといった、長期的かつ総合的な情報が不足していました。 

 

 平成１８年６月に施行した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革推進に関する法律」に基

づき、地方公共団体の資産・債務改革の一つとして「新地方公会計制度の整備」が位置付けられ、発生

主義・現金主義の考えによる会計の導入を図ることが要請され、「新地方公会計制度研究会報告書」が

示され、さらには「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」が示されることによりすべて

の地方公共団体が統一的な基準による財務書類を作成することが要請されております。 

 

この要請を受け、企業会計的手法を取り入れた発生主義・複式簿記として、歳入・歳出の現金取引の

みならず、すべてのフロー情報や、ストック情報を網羅的に公正価値で把握できるよう見直し、「統一

的な基準」による財務書類を作成し、公表してまいります。 

 発生主義・複式簿記による財務書類を作成することにより、所有する全ての資産と負債の状況や、行

政サービスに要したコストが把握でき、今後は他団体との比較を行うことで、財政状況の特徴や課題を

明らかにし、それらの分析内容を充分活用して、より一層効率的な財政運営に取り組んでまいります。 
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2．統一的な基準による地方公会計の財務書類とは  

 

（１）財務書類の体系  

地方公共団体の財務書類の体系は、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計

算書及びこれらの財務書類に関連する事項についての附属明細書とします。 

 

（２）財務書類の作成単位  

財務書類の作成単位は、一般会計等を基礎とし、さらに一般会計等に地方公営事業会計を加えた全体

財務書類、全体財務書類に地方公共団体の関連団体を加えた連結財務書類とします。  

 

（３）会計処理   

財務書類は、公会計に固有の会計処理も含め、総勘定元帳等の会計帳簿から誘導的に作成します。  

 

（４）作成基準日   

財務書類の作成基準日は、会計年度末（３月３１日）とします。ただし、出納整理期間中の現金の受

払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とします。 

 

（５）財務書類の作成範囲   

 

 

 
 

 

● 有田周辺広域圏事務組合 

● 有田聖苑事務組合 

● 和歌山地方税回収機構 

● 和歌山県後期高齢者医療広域連合 

● 和歌山県市町村総合事務組合 

 

連結会計 

 

 

● 国民健康保険特別会計   ● 漁業集落排水事業特別会計 

● 介護保険特別会計     ● 上水道事業会計 

● 後期高齢者医療特別会計  ● 病院事業会計 

● 初島財産区特別会計         

全体会計 

 

 

● 一般会計             

一般会計等 
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3．本市における財務書類  

１．貸借対照表  

                                                   （千円） 

 
 

 

 

 

 

一般会計等 全体会計 連結会計

97,094,087 103,571,515 105,113,672

93,192,574 100,309,522 101,540,740

  事業用資産 45,339,448 47,191,952 48,395,674

  インフラ資産 46,968,602 51,395,692 51,395,692

  物品 884,525 1,721,879 1,749,376

13,449 36,941 37,579

3,888,063 3,225,052 3,535,353

  基金（減債・その他） 2,811,783 2,889,310 3,198,009

  その他 1,076,282 335,742 337,344

4,518,194 6,946,145 7,269,122

774,190 1,691,344 1,827,493

31,950 533,765 543,663

2,577,422 3,557,790 3,734,725

1,134,632 1,163,246 1,163,242

101,612,281 110,517,660 112,382,794

11,669,986 15,043,597 15,291,497

9,079,619 11,731,112 11,841,324

2,202,776 2,330,668 2,458,618

387,591 981,817 991,555

1,467,847 2,722,551 2,828,326

1,056,133 1,400,241 1,401,735

169,800 278,199 286,143

241,913 1,044,112 1,140,448

13,137,832 17,766,148 18,119,822

100,796,647 108,254,444 109,973,535

△  12,322,198 △  15,502,932 △  15,710,563

88,474,449 92,751,512 94,262,972

101,612,281 110,517,660 112,382,794

  投資その他の資産

勘定科目名

  資産の部

  固定資産

  有形固定資産

  無形固定資産

  退職手当引当金

  流動資産

  現金預金

  未収金

  基金（財政調整）

  その他

資産合計

  負債の部

  固定負債

  地方債

負債・純資産合計

  その他

  流動負債

  １年内償還予定地方債

  賞与等引当金

  その他

負債合計

  純資産の部

  固定資産等形成分

  余剰分（不足分）

純資産合計
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①貸借対照表とは  

貸借対照表は、地方公共団体の基準日（会計年度末）時点における資産保有状況及び財

源調達状況を示した財務書類であります。貸借対照表により、基準日時点における地方公

共団体の資産、負債及び純資産といったストックの残高が明らかになります。  

  資産はインフラ資産等の将来の行政サービス提供能力を有するもの及び貸付金等の将来

の資金流入をもたらすもの、負債は地方債等の将来の資金流出をもたらすもの、純資産は

資産と負債の差額であり、税収等の将来の資金流出を伴わない財源等が計上されます。  

  貸借対照表の項目の配列については、原則として流動性配列法を採用する企業会計とは

異なり、地方公共団体においては長期的な資産保有形態である固定資産の割合が高く、そ

の財源調達についても長期的な負債である地方債の割合が高いことを重視して、固定性の

高い順に配列する固定性配列法によることとしています。  

 

②貸借対照表からみえること  

 本年度末の一般会計等の資産総額は 1,016 億円、負債総額は 131 億円となり、資産総額

から負債総額を差し引いた純資産額は 885 億円となっております。  

 資産のうち 932 億円（91.7%）が有形固定資産となっております。その内訳として事業

用資産が 453 億円（48.6%）、インフラ資産が 470 億円（50.4％）を占める形となってお

ります。  

 一方負債は資産形成のために発行した地方債が長期分で 91 億円、短期分で 11 億円と負

債全体の 77.1%を占めています。負債総額では 131 億円で総資産に占める割合としては

12.9%（131 億円／1,016 億円×100％）にとどまりますが、総資産から換金可能性のない

インフラ資産を除いた金額で算定すると 24.0%（131 億円／546 億円×100％）となりま

す。  

    



5 

 

２．行政コスト計算書  

（千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般会計等 全体会計 連結会計

16,059,282 25,612,106 29,547,883

11,142,287 14,782,543 15,336,928

4,419,286 6,332,230 6,437,790

1,894,776 3,138,648 3,230,670

2,524,510 3,193,581 3,207,119

6,568,675 8,066,907 8,508,815

4,017,798 5,080,831 5,498,683

144,024 170,487 173,110

2,406,854 2,739,968 2,761,400

0 75,621 75,621

154,326 383,407 390,323

4,916,995 10,829,563 14,210,955

1,666,781 8,954,521 7,760,746

1,861,281 1,871,934 6,446,662

1,388,933 3,108 3,547

2,651,091 5,541,057 5,501,036

122,508 2,737,684 2,771,889

2,528,583 2,803,372 2,729,147

13,408,191 20,071,050 24,046,847

143,365 143,365 143,375

15,904 15,904 25,385

13,535,652 20,198,511 24,164,837

  物件費等

  その他の業務費用

勘定科目名

  経常費用

  業務費用

  人件費

  職員給与費

  その他人件費

  物件費

  維持補修費

  減価償却費

  その他物件費

純経常行政コスト

  臨時損失

  臨時利益

純行政コスト

  移転費用

  補助金等

  社会保障給付

  その他移転費用

  経常収益

  使用料及び手数料

  その他経常収益
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①行政コスト計算書とは 

行政コスト計算書は、一会計期間における行政活動に係る費用と当該行政活動との直接的な対価性を

有する使用料・手数料等の収益を対比させた財務書類となります。その差額として、地方公共団体の一

会計期間中の行政活動について税収等で賄うべきコスト（純行政コスト）が明らかになります。 

行政コスト計算書は、企業会計における損益計算書に対応するものといえますが、損益計算書が一会

計期間の営業活動に伴う収益と費用を対比して当期純利益を計算するのに対して、行政コスト計算書は

前述の費用と収益を対比して純行政コストを計算する点で大きく異なるものとなります。これは、地方

公共団体の行政活動は企業のように利益の獲得を目的としないことや税収等を行政コスト計算書ではな

く純資産変動計算書に計上することと関係していますが、損益計算書の収益として計上される売上高は

企業が提供する財貨やサービスの直接の対価であるのに対して、税収は直接的な対価性を前提とせずに

住民から徴収される財源であることによります。 

 

②行政コスト計算書からみえること 

 1 年間での一般会計等の行政活動に要した経常費用は 161 億円で、経常収益は 27 億円となっており

ます。経常費用から経常収益を差し引いた純行政コストは 135 億円となっております（臨時分含む）。 

 この純行政コストについては純資産変動計算書における財源で賄われることを示しています。 

 経常費用のうち、人にかかるコストは行政サービス提供の担い手である職員等の人件費で 44 億円

（27.5%）となっております。 

 また、物にかかるコストは業務委託や消耗品費などの経費、減価償却費等で 66 億円（40.1%）とな

っております。 

 その他、移転支出のコストとして補助金等や社会保障関係等の扶助費があり 49 億円（30.6％）とな

っております。 
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３．純資産変動計算書  

（千円） 

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

88,236,553 99,880,219 △  11,643,666

△  13,535,652 △  13,535,652

13,774,938 13,774,938

  税収等 11,338,559 11,338,559

  国県等補助金 2,436,379 2,436,379

239,287 239,287

916,428 △  916,428

  有形固定資産等の増加 2,283,599 △  2,283,599

  有形固定資産等の減少 △  2,406,854 2,406,854

  貸付金・基金等の増加 2,502,957 △  2,502,957

  貸付金・基金等の減少 △  1,463,274 1,463,274

△  1,390 0 △  1,390

237,896 916,428 △  678,532

88,474,449 100,796,647 △  12,322,198

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

92,467,047 107,087,106 △  14,620,059

△  20,198,511 △  20,198,511

20,484,366 20,484,366

  税収等 13,980,339 13,980,339

  国県等補助金 6,504,027 6,504,027

285,856 285,856

1,167,338 △  1,167,338

  有形固定資産等の増加 2,825,516 △  2,825,516

  有形固定資産等の減少 △  2,744,212 2,744,212

  貸付金・基金等の増加 3,616,452 △  3,616,452

  貸付金・基金等の減少 △  2,530,418 2,530,418

△  1,390 0 △  1,390

284,465 1,167,338 △  882,872

92,751,512 108,254,444 △  15,502,932

固定資産等形成分 余剰分（不足分）

93,883,124 108,602,161 △  14,719,038

△  24,164,837 △  24,164,837

24,539,006 24,539,006

  税収等 15,976,518 15,976,518

  国県等補助金 8,562,488 8,562,488

374,168 374,168

1,361,608 △  1,361,608

  有形固定資産等の増加 3,058,290 △  3,058,290

  有形固定資産等の減少 △  2,765,644 2,765,644

  貸付金・基金等の増加 3,656,122 △  3,656,122

  貸付金・基金等の減少 △  2,587,160 2,587,160

5,680 9,767 △  4,086

379,848 1,371,374 △  991,526

94,262,972 109,973,535 △  15,710,563

本年度末純資産残高

一般会計等
合計

勘定科目名

前年度末純資産残高

  純行政コスト（△）

  財源

  本年度差額

  固定資産等の変動（内部変動）

  その他

本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

全体会計
合計

勘定科目名

前年度末純資産残高

  純行政コスト

  財源

  本年度差額

  固定資産等の変動（内部変動）

  その他

本年度純資産変動額

本年度末純資産残高

連結会計
合計

勘定科目名

前年度末純資産残高

  純行政コスト

  財源

  本年度差額

  固定資産等の変動（内部変動）

  その他

本年度純資産変動額
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①純資産変動計算書とは 

純資産変動計算書は、貸借対照表上の純資産が一会計期間においてどのように変動したかを示す財務

書類となります。 

純資産変動計算書においては、行政コスト計算書で算出された純行政コストが純資産の減少要因とし

て計上され、税収等や国県等補助金といった財源が純資産の増加要因として計上されることなどを通じ

て、一会計期間の純資産総額の変動が明らかにされます。 

   純資産総額は、固定資産等形成分及び余剰分（不足分）に分類されますが、これは純資産がどのよ

うな資産形成等に用いられているかを明らかにするものとなります。 

   純資産変動計算書は、企業会計における株主資本等変動計算書に対応するものといえますが、株主

資本等変動計算書では資本取引と損益取引の区別が重視されるのに対して、純資産変動計算書では純資

産の財源の充当先による区分が重視される点が異なります。 

 

②純資産変動計算書からみえること 

 本年度の一般会計等における純資産は 2 億円増加したことがわかります。増加の要因は財源の調達と

して税収 113 億円と国や県からの補助金収入 24 億円の合計 137 億円を行い、その調達した財源を使

用して、前述の行政コスト 135 億円に充当しているため、純資産額が 2 億円増加した形となっており

ます。 

 ただ、純資産の内部変動をみると、有形固定資産の増加（新規取得）が 23 億円に対して、有形固定

資産等の減少（減価償却・除売却）が 24 億円となっており、施設サービスの観点からみると、1 億円

の固定資産の価値が減少していることとなります。 
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４．資金収支計算書  

（千円） 

一般会計等 全体会計 連結会計

11,575,744 20,822,621 24,789,655

6,658,748 9,993,057 10,578,702

  人件費支出 2,361,246 4,276,949 4,382,537

  物件費等支出 4,160,591 5,353,131 5,772,139

  その他の支出 136,912 362,977 424,026

4,916,995 10,829,563 14,210,953

13,999,206 23,591,036 27,563,305

 139,564 139,564 139,574

103,062 103,062 112,544

2,386,960 2,731,913 2,746,620

4,388,689 5,006,666 5,256,300

1,970,594 2,559,844 2,780,372

2,275,280 2,444,122 2,473,228

142,815 2,700 2,700

1,592,562 1,646,252 1,794,153

219,496 271,986 359,162

1,354,877 1,354,877 1,404,512

18,189 19,389 30,478

△  2,796,127 △  3,360,414 △  3,462,148

1,226,264 2,473,980 2,480,223

1,097,354 1,419,319 1,420,737

128,910 1,054,660 1,059,486

 1,328,722 2,662,622 2,771,016

1,328,722 1,662,622 1,771,016

0 1,000,000 1,000,000

102,458 188,642 290,793

△  306,709 △  439,859 △  424,735

972,045 2,022,349 2,136,193

665,336 1,582,490 1,712,406

774,190 1,691,344 1,827,493

  公共施設等整備費支出

勘定科目名

  業務活動収支

  業務支出

  業務費用支出

  移転費用支出

  業務収入

  臨時支出

  臨時収入

  業務活動収支

  投資活動収支

  投資活動支出

  財務活動収入

  基金積立金支出

  その他投資活動支出

  投資活動収入

  国県等補助金収入

  基金取崩収入

  その他投資活動収入

  投資活動収支

  財務活動収支

  財務活動支出

  地方債償還支出

  その他財務活動支出

  本年度末現金預金残高

  地方債発行収入

  その他財務活動収入

  財務活動収支

  本年度資金収支額

  前年度末資金残高

  本年度末資金残高
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①資金収支計算書とは 

資金収支計算書は、一会計期間における地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金の流れを業務活

動収支、投資活動収支及び財務活動収支に分けて示した財務書類となります。 

現金収支は歳入歳出決算書においても明らかにされますが、資金収支計算書においては、資金の流れ

が業務活動収支、投資活動収支及び財務活動収支に分けて記載されることで資金の増減要因が明らかに

なるのが特徴であります。 

業務活動収支が対象とする支出は基本的に行政コスト計算書が発生主義で計上する行政活動に係る費

用のうち資産形成を伴わないものを現金主義で捉え直したものであり、収入は税収等や（業務活動に係

る）国県等補助金、使用料及び手数料等を計上するものとなります。地方公共団体においては、資産形

成を伴わない行政活動の他にもインフラ資産の形成等が行われるため、業務活動収支は黒字となるのが

通常であります。 

業務活動収支以外には、公共施設等の整備、基金の積立・取崩等に関する投資活動収支及び地方債の

償還・発行等に関する財務活動収支に区分することとなっており、支払利息支出を除く業務活動収支及

び投資活動収支と基金の積立・取崩の合算により基礎的財政収支（プライマリーバランス）を明らかに

することができます。 

 

②資金収支計算書からみえること 

 業務活動収支、投資活動収支及び財務活動収支に分かれていますが、このうち、一般会計等における

業務活動収支は 24 億円のプラスでありますが、投資活動収支においては 28 億円のマイナスとなりま

す。業務活動収支の内訳として支払利息支出が 1 億円あり、基金積立金支出において 23 億円の積立が

あり、基金取崩収入において 14 億円の取崩があるため、基礎的財政収支（プライマリーバランス）の

金額は 6 億円のプラス（業務活動収支＋支払利息支出+投資活動収支＋基金積立金支出－基金取崩収

入）となります。 

 他方で、財務活動収支は 1 億円のプラスであり、その内訳としては地方債発行収入が 13 億円に対し

て地方債の償還支出が 11 億円となっており、負債の返済が進んでいないことを示しています。 
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４．本市における財務分析  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

一般会計等 全体会計 連結会計

令和元年度 令和元年度 令和元年度

 住民一人当たり資産額 3,689千円 4,012千円 4,080千円

 歳入額対資産比率 5.65 3.68 3.27

 有形固定資産減価償却率

 （資産老朽化比率）

 純資産比率 87.1% 83.9% 83.9%

 社会資本等形成の世代間負担比率 5.3% 7.9% 7.9%

 住民一人当たり負債額 477千円 645千円 658千円

 基礎的財政収支

 （プライマリーバランス）

 債務償還比率（参考指標） 4.80 － －

 住民一人当たり純行政コスト 491千円 733千円 877千円

 住民一人当たり人件費 160千円 230千円 234千円

 住民一人当たり物件費 238千円 293千円 309千円

 住民一人当たり移転費用 179千円 393千円 516千円

 行政コスト対税収等比率 97.3% 98.0% 98.0%

 受益者負担比率 16.5% 21.6% 18.6%

効

率

性

弾

力

性

自

律

性

世

代

間

公

平

性

持

続

可

能

性

（

健

全

性

）

567,813千円 589,529千円 482,210千円

財務分析指標

資

産

形

成

度

56.3% 56.6% 56.8%
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令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度 平成30年度

 住民一人当たり資産額 3,689千円 3,611千円 4,012千円 3,928千円 4,080千円 3,987千円

 歳入額対資産比率 5.65 7.78 3.68 4.63 3.27 4.03

 有形固定資産減価償却率

 （資産老朽化比率）

 純資産比率 87.1% 87.3% 83.9% 84.1% 83.9% 84.0%

 社会資本等形成の世代間負担比率 5.3% 10.6% 7.9% 12.9% 7.9% 12.7%

 住民一人当たり負債額 477千円 459千円 645千円 624千円 658千円 632千円

 基礎的財政収支

 （プライマリーバランス）

 債務償還比率（参考指標） 4.80 5.68 － 5.68 － 5.68

 住民一人当たり純行政コスト 491千円 431千円 733千円 655千円 877千円 787千円

 住民一人当たり人件費 160千円 103千円 230千円 175千円 234千円 179千円

 住民一人当たり物件費 238千円 174千円 293千円 228千円 309千円 246千円

 住民一人当たり移転費用 179千円 161千円 393千円 364千円 516千円 476千円

 行政コスト対税収等比率 97.3% 106.8% 98.0% 102.0% 98.0% 101.3%

 受益者負担比率 16.5% 3.4% 21.6% 16.2% 18.6% 14.0%

自

律

性

弾

力

性

（

健

全

性

）

持

続

可

能

性

482,210千円1,344,728千円 2,033,202千円 2,084,092千円

効

率

性

世

代

間

公

平

性

567,813千円

一般会計等 全体会計

56.3% 56.6%

589,529千円

連結会計

財務分析指標

55.2% 55.6% 55.8%

資

産

形

成

度

56.8%
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指標 数式/説明 

資産形成度 将来世代に残る資産はどのくらいあるのか 

 
住民一人当たり資産額 ◆資産合計／人口 

所有する資産額を人口で除して、一人当たりの金額を算出したものです。 

歳入額対資産比率 ◆資産合計／歳入総額 

本年度の歳入総額に対する資産の比率を表したものです。これまでに取得し

た資産が歳入の何年分に相当するかを表しています。 

有形固定資産減価償却率 

（資産老朽化比率） 

◆有形固定資産の減価償却累計額／取得価額等 

土地や建設仮勘定（非償却資産）以外の有形固定資産（減価償却資産）を一

定の耐用年数によって減価償却を実施した場合，年度末における資産が全体

としてどの程度経過しているかの比率で 100％に近いほど老朽化の程度が高

いことを示しています。 

世代間公平性 将来世代と現世代どの負担の分担は適切か 

 
純資産比率 ◆純資産合計／資産合計 

所有する資産のうち純資産の部分は過去及び現世代の負担によるもので，負

債の部分は将来世代が負担することになります。そのため，純資産の変動

は，将来世代と現世代との間で負担の割合が変動したことを意味します。 

社会資本等形成の世代間負担比率 ◆地方債／（有形固定資産＋無形固定資産） 

社会資本等について、将来の償還等が必要な負債による形成割合を算出する

ことにより，社会資本等形成に係る将来世代の負担の比率を把握することが

できます。この比率が高いほど，将来世代の負担が大きいことを示していま

す。 

持続可能性 財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか） 

 
住民一人当たり負債額 ◆負債額／人口 

負債（将来世代の負担）が住民一人当たりいくらあるのかを表し，住民一人

当たりの資産額や純資産などと対比して財政の健全性を検討する指標です。 

基礎的財政収支 

（プライマリーバランス） 

◆業務活動収支＋支払利息支出+投資活動収支＋基金積立金支出－基金取崩収入 

資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く。）及び投資活動収

支の合算額のことをいい，地方債等の元利償還額を除いた歳出と，地方債等

発行収入を除いた歳入の収支を示しています。当該収支が均衡している場合

には，経済成長率が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地方債等の

比率は増加せず，持続可能な財政運営であるといえます。 

債務償還比率（参考指標） 

※決算統計・財政健全化指標を用

いて算出することとなる為、地方

公会計としては「参考指標」とし

ての位置づけとなります 

◆（将来負担額－充当可能財源）／（経常一般財源等（歳入）等－経常経

費充当財源等） 

業務活動の黒字分を償還財源に充てた場合に，何年で債務を償還できるかを

示す指標です。債務償還能力は債務償還比率が小さいほど高いといえます。 

効率性 行政サービスは効率的に提供されているか 

 
住民一人当たり純行政コスト ◆純行政コスト／人口 

純行政コスト（資産形成につながらない行政サービス等）は，住民一人当た

りいくらかかっているのかを表しています。 
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住民一人当たり人件費 ◆人件費／人口 

行政コストのうち人件費だけに絞って住民一人当たりのコストを計算したも

のです。人件費には，発生主義において認識した退職給与手当金や賞与引当

金も含んでいます。 

住民一人当たり物件費 ◆物件費等／人口 

物件費等は外部への業務委託料や社会資本等（事業用資産＋インフラ資産）

の使用コストを表す減価償却費，維持補修費等の合算額を表しており，この

コストが住民一人当たりいくらになるかを表しています。    

住民一人当たり移転費用 ◆移転費用／人口 

扶助費などの社会保障関係給付や各特別会計への繰出金，政策目的により市

民や各団体などへ支出する補助金など，一般会計以外の事業として進める行

政サービスが住民一人当たりいくらになるかを表しています。  

弾力性 資産形成等を行う余裕はどのくらいあるのか 

 
行政コスト対税収等比率 ◆純経常行政コスト／財源等（税収等+国県等補助金） 

税収等の一般財源等に対する行政コストの比率を表しています。当該年度の

税収等のうち，どれだけが資産形成を伴わない行政コストに使われたのかを

把握することができます。 この比率が 100％に近づくほど資産形成の余裕

度が低く，さらに 100％を上回ると，過去から蓄積した資産が取り崩された

ことを表します。 

自律性 歳入はどのくらいの税収等で賄われているのか（受益者負担の水準） 

 
受益者負担比率 ◆経常収益／経常費用 

地方公共団体の経常費用のうち，サービスの受益者が直接的に負担するコス

トの比率です。 

 


